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助
成
業
務

私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金

会
計
検
査
院
の
実
地
検
査
結
果

　

私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金
に
か
か
る
平

成
30
年
の
会
計
検
査
院
実
地
検
査
は
、
29
年

11
月
か
ら
30
年
５
月
ま
で
の
間
に
、
大
学
法

人
24
法
人
に
対
し
て
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　

検
査
の
結
果
、
会
計
検
査
院
か
ら
「
補
助

金
が
過
大
に
交
付
さ
れ
て
お
り
、
不
当
と
認

め
ら
れ
る
」
と
の
指
摘
を
受
け
た
内
容
が
あ

り
ま
し
た
。

　

主
な
指
摘
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
指
摘
を
受
け
た
こ
と
は
誠

に
残
念
な
結
果
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
ら
の
誤
り
に
つ
い
て
会
計
検
査
院
か

ら
は
、「
学
校
法
人
が
、
補
助
金
の
制
度
を

十
分
に
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
り
、
算
定
資

料
の
作
成
に
当
た
り
そ
の
内
容
の
確
認
を
十

分
に
行
っ
て
い
な
か
っ
た
」
こ
と
な
ど
に
加

え
、「
事
業
団
に
お
い
て
、
学
校
法
人
に
対

す
る
指
導
及
び
調
査
が
十
分
で
な
か
っ
た
」

と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

私
学
事
業
団
で
は
、
30
年
度
私
立
大
学
等

経
常
費
補
助
金
事
務
担
当
者
説
明
会
に
お
い

て
も
、
29
年
度
に
引
き
続
き
改
善
策
等
の
具

体
的
事
例
を
取
り
上
げ
る
と
と
も
に
、
改
革

総
合
支
援
事
業
に
つ
い
て
は
、
申
請
ミ
ス
の

具
体
的
事
例
を
数
多
く
取
り
上
げ
、
チ
ェ
ッ

ク
体
制
の
強
化
を
促
し
ま
し
た
。
今
後
も
、

制
度
の
理
解
が
深
ま
る
よ
う
同
説
明
会
の
内

容
検
討
や
調
査
票
記
入
要
領
の
見
直
し
な
ど

を
進
め
ま
す
。

　

各
学
校
法
人
に
お
い
て
も
、
各
種
調
査
票

の
作
成
時
及
び
作
成
後
に
は
、
記
入
要
領
等

に
記
載
さ
れ
て
い
る
要
件
を
十
分
に
ご
確
認

い
た
だ
き
、
補
助
金
の
算
定
基
礎
数
に
誤
り

の
な
い
よ
う
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

平
成
30
年
度

私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金

　
　
　
　
　
　
第
一
次
交
付

　

30
年
度
私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金
の
第
一

次
交
付
に
つ
い
て
は
、
６
２
５
法
人
８
４
３
校

に
対
し
、
１
４
６
４
億
４
４
９
９
万
８
０
０
０

円
を
交
付
す
る
予
定
で
す
（
下
表
参
照
）。

　

交
付
対
象
費
目
は
、専
任
教
員
等
給
与
費
、

専
任
職
員
給
与
費
（
教
員
、
職
員
と
も
退
職

金
財
団
掛
金
補
助
を
含
み
ま
す
）、
非
常
勤

教
員
給
与
費
、
教
育
研
究
経
常
費
、
厚
生
補

導
費
の
５
費
目
で
、
30
年
５
月
１
日
現
在
の

専
任
教
職
員
数
、
学
生
数
等
を
基
礎
と
し
て

算
定
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
今
回
交
付
の
対
象
と
な
ら
な
い
教

職
員
福
利
厚
生
費
、
研
究
旅
費
、
認
証
評
価

経
費
、
改
革
総
合
支
援
事
業
及
び
特
別
補
助

に
つ
い
て
は
、
31
年
３
月
に
交
付
す
る
予
定

で
す
。

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

助
成
部　

補
助
金
課

一
般
補
助

☎
０
３（
３
２
３
０
）

�

７
３
０
０
～
７
３
０
２
・
７
３
１
３

特
別
補
助

☎
０
３（
３
２
３
０
）

�

７
３
０
３
～
７
３
０
５
・
７
３
１
２

�

７
３
０
９
～
７
３
１
１　
　
　
　
　

私
立
大
学
等
改
革
総
合
支
援
事
業

☎
０
３（
３
２
３
０
）

�

７
３
０
６
～
７
３
０
８
・７
３
１
４

Ｅ
メ
ー
ル�hojokin@

shigaku.go.jp

表　平成30年度　第一次交付予定額

区　　分 法人数 学校数 当初予算 交付決定額
（資金交付額）

大　　学
法人 校 千円 千円

525 557 －　 137,552,813 

短期大学 99 284 －　 8,765,493 

高等専門
学　　校 1 2 －　 126,692 

合　　計 625 843 316,579,476 146,444,998 

【
一
般
補
助
】

・
当
該
年
度
の
５
月
１
日
時
点
で
休
暇

届
等
に
よ
り
、
当
該
年
度
に
勤
務
し
な

い
期
間
が
６
か
月
を
超
え
る
と
判
断
さ

れ
る
職
員
を
算
定
の
対
象
と
し
て
申
請

し
て
い
た
。

・
算
定
の
対
象
と
な
ら
な
い
医
療
系
の

職
員
を
含
め
て
申
請
し
て
い
た
。

【
特
別
補
助
】

・
海
外
か
ら
の
学
生
の
受
入
れ
に
お
い

て
、当
該
年
度
の
５
月
１
日
時
点
で「
留

学
」
の
在
留
資
格
の
確
認
が
で
き
な
い

学
生
を
含
め
て
申
請
し
て
い
た
。

・
戦
略
的
研
究
基
盤
形
成
支
援
に
お
い

て
、
人
件
費
支
出
（
兼
務
職
員
給
）
に

当
該
事
業
に
専
門
的
に
携
わ
る
者
に
係

る
支
出
を
含
め
て
申
請
し
て
い
た
。

【
改
革
総
合
支
援
事
業
】

・
タ
イ
プ
１
の
設
問
「
Ｉ
Ｒ
を
担
当
す

る
部
署
の
設
置
及
び
専
任
教
職
員
の
配

置
」
の
取
組
に
つ
い
て
「
専
門
の
担
当

部
署
を
設
置
し
、
専
従
す
る
専
任
教
員

又
は
専
任
職
員
を
配
置
し
て
い
る
」
と

回
答
し
て
い
た
が
、
Ｉ
Ｒ
を
担
当
す
る

部
署
が
年
間
を
通
じ
て
専
従
す
る
部
署

で
は
な
か
っ
た
。

・
タ
イ
プ
１
の
設
問「
オ
フ
ィ
ス
ア
ワ
ー

の
設
定
」
の
取
組
に
つ
い
て
「
全
教
員

に
つ
い
て
設
定
し
て
い
る
」
と
回
答
し

て
い
た
が
、
一
部
の
教
員
に
お
い
て
実

施
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

・
タ
イ
プ
３
の
設
問
「
他
の
国
内
大
学

等
と
の
協
定
等
に
基
づ
く
、
教
職
員
の

人
事
交
流
の
実
施
」の
取
組
に
つ
い
て
、

「
教
員
又
は
職
員
の
い
ず
れ
か
に
つ
い

て
実
施
し
て
い
る
」
と
回
答
し
て
い
た

が
、
協
定
等
が
相
互
に
派
遣
・
受
入
の

両
方
が
で
き
る
内
容
で
は
な
か
っ
た
。

留
学
に
伴
う
受
入
金
の
処
理

　

官
民
協
働
海
外
留
学
支
援
制
度
「
ト
ビ
タ

テ
留
学
ジ
ャ
パ
ン
」
と
い
う
事
業
に
学
生
が

採
択
さ
れ
、
大
学
に
80
万
円
が
入
金
さ
れ
ま

す
。
こ
の
受
入
科
目
は
何
に
な
る
の
で
し
ょ

う
か
。

Ｑ3Ａ
　
本
件
は
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支

援
機
構
か
ら
学
生
に
対
す
る
留
学
費
用
等
の

一
部
負
担
で
あ
る
こ
と
が
、
募
集
要
項
に
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
学
校
に
対
し
て

で
は
な
く
、
学
生
個
人
へ
の
支
援
で
あ
る
こ

と
も
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、「（
大
科
目
）

そ
の
他
の
収
入
」「（
小
科
目
）
預
り
金
受
入

収
入
」
で
処
理
す
る
こ
と
が
妥
当
だ
と
考
え

ま
す
。

科
学
研
究
費
補
助
金
で
購
入
し
た
備

品
の
受
け
入
れ

　

転
任
し
て
き
た
教
員
が
前
任
校
在
籍
中
に

科
学
研
究
費
補
助
金
で
購
入
し
た
備
品
を
本

学
で
受
け
入
れ
る
場
合
の
受
入
金
額
は
、
ど

の
よ
う
に
算
定
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
受
入
金
額
を
確
定
す
る
に
当
た
っ
て
、

本
学
で
の
固
定
資
産
計
上
基
準
額
を
下
回
る

場
合
、
本
学
の
基
準
通
り
消
耗
品
と
し
て
計

上
し
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

Ｑ4Ａ
　
受
入
金
額
は
学
校
法
人
会
計
基
準
第
25

条
の
定
め
に
よ
り
、
通
常
要
す
る
と
法
人
が

判
断
し
た
金
額
で
よ
い
と
考
え
ま
す
。
そ
の
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助
成
業
務

被
災
に
伴
う
費
用
の
処
理

　

平
成
30
年
7
月
豪
雨
で
被
災
し
た
学
生
に

つ
い
て
、
以
下
の
取
り
組
み
を
考
え
て
い
ま

す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
会
計
科
目
を
教
え
て
く
だ

さ
い
。

　

①　

�

交
通
機
関
が
整
っ
て
い
な
い
区
間
に

お
け
る
チ
ャ
ー
タ
ー
バ
ス
の
運
行
に

か
か
る
費
用

　

②　

�

自
宅
及
び
下
宿
先
が
被
害
を
受
け
た

学
生
に
、
30
年
度
の
授
業
料
相
当
額

を
免
除
し
た
費
用

Ｑ1Ａ�　
①
収
入
は
「（
大
科
目
）
付
随
事
業
・
収

益
事
業
収
入
」「（
小
科
目
）
補
助
活
動
収
入
」

と
な
り
ま
す
。
支
出
は
「（
大
科
目
）
管
理

経
費
」「（
小
科
目
）
賃
借
料
」、
又
は
既
存

の
小
科
目
に
あ
て
は
め
れ
ば
よ
い
と
考
え
ま

す
。

　

�　

な
お
、
バ
ス
経
費
が
複
数
の
学
部
等
に
ま

た
が
る
場
合
は
部
門
ご
と
に
適
切
な
按
分
処

理
が
必
要
で
す
。

　

��　

②「（
大
科
目
）教
育
研
究
経
費
支
出
」「（
小

科
目
）
奨
学
費
支
出
」
が
妥
当
だ
と
考
え
ま

す
。

　

��　

今
回
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
対
応
で
き
る
よ

う
に
、
奨
学
金
規
程
等
を
整
備
し
て
お
く
こ

経　
営　
実　
務　
Ｑ
＆
Ａ

学
校
法
人
か
ら
、
私
学
経
営
情
報
セ
ン
タ
ー
に
寄
せ
ら
れ
た
会
計
処
理
に

関
す
る
質
問
を
Ｑ
＆
Ａ
形
式
で
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
ご
参
照
く
だ
さ
い

と
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

�　

ま
た
、
金
額
規
模
・
実
施
期
間
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
状
況
を
勘
案
し
、
適
切
な
機
関
決

定
が
必
要
で
す
。

被
災
に
よ
る
損
害
額
の
表
示

　

計
算
書
類
に
お
い
て
、
被
災
に
よ
る
損
害

額
や
復
旧
費
等
に
関
連
す
る
費
用
に
つ
い

て
、
ど
の
よ
う
に
記
載
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ

う
か
。

Ｑ2Ａ　
被
災
に
よ
る
損
害
額
は
、
事
業
活
動
収

支
計
算
書
の
特
別
収
支
の
「（
大
科
目
）
そ

の
他
の
特
別
支
出
」「（
小
科
目
）
災
害
損
失
」

に
計
上
し
ま
す
。
損
害
額
が
大
き
い
場
合
、

必
要
に
応
じ
て
「
震
災
関
連
費
」
と
い
う
中

科
目
を
設
け
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
　

な
お
、
復
旧
費
等
の
原
状
回
復
に
要
す
る

費
用
に
つ
い
て
は
、「
災
害
損
失
」
に
は
該

当
し
ま
せ
ん
。
性
質
に
よ
っ
て
「
教
育
研
究

経
費
」又
は「
管
理
経
費
」に
計
上
し
ま
す（
災

害
関
係
の
会
計
処
理
に
つ
い
て
は
、
日
本
公

認
会
計
士
協
会
の
公
表
す
る
「
会
長
通
牒　

平
成
23
年
第
2
号
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震

に
よ
る
災
害
に
関
す
る
学
校
法
人
監
査
の
対

応
に
つ
い
て
」
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
）。

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

私
学
経
営
情
報
セ
ン
タ
ー　

私
学
情
報
室

☎
０
３（
３
２
３
０
）７
８
４
６
～
７
８
４
８

Ｅ
メ
ー
ル　

center@
shigaku.go.jp

留
学
に
伴
う
受
入
金
の
処
理

　

官
民
協
働
海
外
留
学
支
援
制
度
「
ト
ビ
タ

テ
留
学
ジ
ャ
パ
ン
」
と
い
う
事
業
に
学
生
が

採
択
さ
れ
、
大
学
に
80
万
円
が
入
金
さ
れ
ま

す
。
こ
の
受
入
科
目
は
何
に
な
る
の
で
し
ょ

う
か
。

Ｑ3Ａ
　
本
件
は
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支

援
機
構
か
ら
学
生
に
対
す
る
留
学
費
用
等
の

一
部
負
担
で
あ
る
こ
と
が
、
募
集
要
項
に
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
学
校
に
対
し
て

で
は
な
く
、
学
生
個
人
へ
の
支
援
で
あ
る
こ

と
も
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、「（
大
科
目
）

そ
の
他
の
収
入
」「（
小
科
目
）
預
り
金
受
入

収
入
」
で
処
理
す
る
こ
と
が
妥
当
だ
と
考
え

ま
す
。

科
学
研
究
費
補
助
金
で
購
入
し
た
備

品
の
受
け
入
れ

　

転
任
し
て
き
た
教
員
が
前
任
校
在
籍
中
に

科
学
研
究
費
補
助
金
で
購
入
し
た
備
品
を
本

学
で
受
け
入
れ
る
場
合
の
受
入
金
額
は
、
ど

の
よ
う
に
算
定
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
受
入
金
額
を
確
定
す
る
に
当
た
っ
て
、

本
学
で
の
固
定
資
産
計
上
基
準
額
を
下
回
る

場
合
、
本
学
の
基
準
通
り
消
耗
品
と
し
て
計

上
し
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

Ｑ4Ａ
　
受
入
金
額
は
学
校
法
人
会
計
基
準
第
25

条
の
定
め
に
よ
り
、
通
常
要
す
る
と
法
人
が

判
断
し
た
金
額
で
よ
い
と
考
え
ま
す
。
そ
の

結
果
、消
耗
品
と
な
る
こ
と
も
あ
り
え
ま
す
。

　

な
お
、
受
け
入
れ
科
目
は
「
現
物
寄
付
」

が
妥
当
だ
と
考
え
ま
す
。

期
中
退
学
に
伴
う
未
納
金
の
処
理

　

前
期
40
万
円
の
学
費
に
つ
い
て
、
分
納
で

10
万
円
だ
け
支
払
っ
て
い
た
学
生
が
、
期
中

（
7
月
末
な
ど
）
に
退
学
し
、
30
万
円
が
未

納
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
場
合
の
未
納
金
の

会
計
処
理
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
で
し
ょ
う

か
。

Ｑ5Ａ　
原
則
は
、
30
万
円
を
未
収
計
上
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
30
万
円
は
、
大
学
の

債
権
と
し
て
、
回
収
努
力
を
継
続
す
る
べ
き

も
の
で
す
。　

　
　

し
か
し
、
退
学
・
除
籍
い
ず
れ
に
お
い
て

も
、
未
納
分
の
扱
い
に
つ
い
て
、
今
後
は
督

促
を
し
な
い
と
機
関
決
定
し
た
場
合
は
、
会

計
上
は
徴
収
不
能
額
と
し
て
処
理
が
可
能
と

な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
あ
く
ま
で
も
機
関
決

定
が
必
要
で
あ
り
、
一
部
の
部
署
だ
け
で
決

定
し
、
徴
収
不
能
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
は

適
切
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　

徴
収
不
能
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
会

計
の
明
瞭
性
等
を
考
慮
し
、
学
納
金
規
程
等

を
整
備
し
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
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私
学
事
業
団
で
は
、「
平
成
29
年
度
学
校

法
人
等
基
礎
調
査
」
を
基
に
28
年
度
決
算

デ
ー
タ
を
集
計
し
た
、
29
年
度
版
『
今
日
の

私
学
財
政
（
幼
稚
園
・
特
別
支
援
学
校
編
）』

と
『
今
日
の
私
学
財
政
（
専
修
学
校
・
各
種

学
校
編
）』
を
10
月
に
刊
行
し
ま
し
た
。

　

本
誌
11
月
号
に
お
い
て
、
幼
稚
園
の
財
務

状
況
に
つ
い
て
の
概
略
を
解
説
し
ま
し
た

が
、
今
回
は
事
業
活
動
収
支
計
算
書
の
金
額

を
使
用
し
た
収
支
の
分
析
方
法
に
つ
い
て
紹

介
し
ま
す
。

園
児
１
人
当
た
り
金
額
で
比
較
す
る

　

本
誌
11
月
号
に
お
い
て
紹
介
し
て
い
る
財

務
比
率
は
、
主
に
経
常
収
入
（
帰
属
収
入
）

を
１
０
０
と
し
た
場
合
の
構
成
比
率
を
示
し

て
い
ま
す
。
こ
の
比
率
は
、
事
業
活
動
収
支

計
算
書
（
消
費
収
支
計
算
書
）
の
金
額
を
用

い
た
算
出
結
果
で
す
が
、
各
学
校
法
人
・
学

校
が
そ
の
要
因
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、
別

の
観
点
か
ら
の
分
析
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

次
頁
の
表
３
は
、
幼
稚
園
部
門
に
お
け
る

１
園
当
た
り
の
園
児
数
及
び
園
児
１
人
当
た

り
の
金
額
を
都
道
府
県
別
に
算
出
し
た
も
の

で
す
。
こ
の
人
数
及
び
金
額
を
使
用
す
る
こ

と
で
、
各
幼
稚
園
に
お
い
て
収
支
状
況
を
平

均
と
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
、
財
務
比
率
を

含
め
た
効
果
的
な
分
析
が
可
能
と
な
り
ま

す
。

私
立
幼
稚
園
の
収
支
分
析
方
法
の
ご
紹
介

具
体
的
な
比
較
方
法

　

具
体
的
な
比
較
を
行
う
前
に
、
平
均
と
の

比
較
で
差
が
出
た
場
合
の
要
因
を
考
え
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

表
１
は
、
主
な
科
目
に
お
い
て
、
園
児
１

人
当
た
り
の
平
均
額
と
差
が
現
れ
た
と
き
に

考
え
ら
れ
る
理
由
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

幼
稚
園
の
個
別
事
情
に
よ
る
も
の
が
な
い
場

合
、
平
均
と
差
が
現
れ
た
と
き
の
要
因
は
表

１
に
よ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

　

次
頁
の
表
２
は
、
東
京
都
内
の
幼
稚
園
を

例
（
東
西
幼
稚
園
）
に
し
て
、
28
年
度
の
園

児
数
及
び
金
額
を
東
京
都
の
平
均
と
比
較

し
、
そ
の
要
因
を
考
察
し
た
も
の
で
す
。

　
「
１
園
当
た
り
園
児
数
」
で
は
、
東
西
幼

稚
園
が
１
８
０
人
に
対
し
、
東
京
都
の
平
均

は
２
０
５
人
と
な
っ
て
お
り
、
幼
稚
園
の
規

模
が
平
均
よ
り
小
さ
い
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。

　
「
学
生
生
徒
等
納
付
金
」
で
は
、
東
西
幼

稚
園
が
３
７
１
千
円
に
対
し
、
東
京
都
の
平

均
は
３
９
８
千
円
と
な
っ
て
お
り
、
園
児
１

人
当
た
り
の
納
付
金
の
水
準
が
平
均
よ
り
低

い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　
「
経
常
費
等
補
助
金
」
で
は
、
東
西
幼
稚

園
が
２
７
３
千
円
に
対
し
、
東
京
都
の
平
均

は
２
６
０
千
円
と
な
っ
て
お
り
、
園
児
１
人

当
た
り
の
補
助
金
が
平
均
よ
り
高
い
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。
こ
の
要
因
と
し
て
、
東
西
幼

稚
園
が
特
別
な
取
り
組
み
を
行
っ
た
こ
と
で

補
助
金
が
増
額
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
小
規
模
幼
稚
園
に
対
し
て
補
助

金
が
多
く
交
付
さ
れ
た
結
果
、
相
対
的
に
平

均
よ
り
高
く
な
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま

す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
補
助
金
に
つ
い
て

は
、
都
道
府
県
の
交
付
基
準
等
を
踏
ま
え
た

検
証
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
「
人
件
費
」
で
は
、
東
西
幼
稚
園
が
４
６
０

千
円
に
対
し
、
東
京
都
の
平
均
は
４
７
５
千

円
と
な
っ
て
お
り
、
園
児
１
人
当
た
り
の
人

件
費
が
平
均
よ
り
低
い
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。
こ
の
要
因
と
し
て
、
教
職
員
の
給
与
水

準
が
東
京
都
内
で
低
い
こ
と
、
教
職
員
数
自

体
が
少
な
い
こ
と
又
は
教
職
員
の
年
齢
層
が

若
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
「
経
費
」
で
は
、
東
西
幼
稚
園
が
２
６
３

千
円
に
対
し
、
東
京
都
の
平
均
は
２
４
３
千

円
と
な
っ
て
お
り
、
園
児
１
人
当
た
り
の
経

費
が
平
均
よ
り
高
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

こ
の
要
因
と
し
て
、
経
費
支
出
そ
の
も
の
が

多
い
こ
と
、
又
は
経
費
支
出
の
金
額
は
東
京

都
内
の
他
の
幼
稚
園
と
変
わ
ら
な
い
も
の

の
、
園
児
数
が
少
な
い
た
め
、
相
対
的
に
平

均
よ
り
高
い
金
額
と
な
っ
た
こ
と
が
考
え
ら

れ
ま
す
。
ま
た
、
経
費
に
つ
い
て
は
、
修
繕

費
な
ど
の
一
時
的
な
支
出
や
減
価
償
却
額
を

踏
ま
え
た
検
証
も
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
結
果
、
東
西
幼
稚
園
で
は
、
園

児
１
人
当
た
り
の
経
常
収
支
差
額
が
東
京
都

平
均
よ
り
低
く
な
っ
て
お
り
、
そ
の
要
因
と

し
て
、
特
に
園
児
数
・
納
付
金
・
経
費
に
つ

い
て
検
証
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。

財
務
比
率
と
併
せ
て
の
ご
活
用
を

　

こ
の
収
支
分
析
方
法
は
、
園
児
数
を
使
用

し
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
が
、
表
３

に
お
け
る
都
道
府
県
の
平
均
人
数
・
平
均
額

が
絶
対
的
な
基
準
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
園
児
１
人
当
た
り
の
金
額
だ
け
で
は

財
政
や
経
営
を
正
確
に
判
断
で
き
ま
せ
ん

が
、
各
学
校
法
人
等
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

本
誌
11
月
号
で
紹
介
し
た
財
務
比
率
と
併
せ

て
、
今
後
の
経
営
改
善
を
進
め
る
際
の
参
考

と
し
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

表１　園児１人当たりの金額で平均との差が現れた時に考えられる要因
科目 比較結果 考えられる要因（注1）

学
生
生
徒

等
納
付
金

平均より高い 納付金水準が高い

平均より低い 納付金水準が低い

補
助
金
・
経
常
費�

等
補
助
金
（
注
2
）

平均より高い
補助金交付額が多い

園児数が少ない

平均より低い
補助金交付額が少ない

園児数が多い

（注1）�要因は一般的に考えられるものであり､
幼稚園の個別事情による場合もある。

（注2）�補助金は各都道府県の交付基準により
算出されることに留意する必要がある。

科目 比較結果 考えられる要因（注1）

人
　
　
　
件
　
　
　
費

平均より
高い

教職員の給与水準が高い
教職員の年齢層が高い
教職員数が多い
園児数が少ない

平均より
低い

教職員の給与水準が低い
教職員の年齢層が若い
教職員数が少ない
園児数が多い

経
　
　
費

平均より
高い

経費支出が多い
園児数が少ない

平均より
低い

経費支出が少ない
園児数が多い
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表２　平均との比較例（平成28年度における東京都内の幼稚園の場合）

科　目　名（注） （単位） 東西幼稚園（例） 東京都平均 平均との比較 考えられる要因
１園当たり園児数 （人） 180 205 少ない ー
学生生徒等納付金 （千円） 371 398 低い 納付金水準が低い

経常費等補助金 （千円） 273 260 高い 補助金交付額が多い�
園児数が少ない

人 件 費 （千円） 460 475 低い
教職員の給与水準が低い�
教職員数が少ない�
教職員の年齢層が若い

経 費 （千円） 263 243 高い 経費支出が多い�
園児数が少ない

経 常 収 支 差 額 （千円） 56 65 低い 特に園児数・納付金・経費に�
要因があるものと考えられる

（注）学生生徒等納付金以下の金額は「園児１人当たり金額」を示す。

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

私
学
経
営
情
報
セ
ン
タ
ー　

経
営
支
援
室

☎
０
３（
３
２
３
０
）７
８
２
８
・
７
８
３
０

　
　
　
　
　
　
　

�

７
８
３
２

Ｅ
メ
ー
ル　

shien@
shigaku.go.jp

表３　園児１人当たりの金額一覧（幼稚園部門）

区　　分
部門数
（注1）

１園当たりの
園 児 数 学生生徒等納付金

補　助　金　・
経常費等補助金

（注2）
人　件　費 経　費

（注3）
帰属収支差額�
経常収支差額

（注4）
24年度 28年度 24年度 28年度 24年度 28年度 24年度 28年度 24年度 28年度 24年度 28年度 24年度 28年度

園 園 人 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
北 海 道 460 391 131� 146� 274� 241� 203� 397� 334� 418� 168� 203� 34 76
青 森 104 102 76� 72� 294� 232� 231� 615� 420� 581� 219� 270� △14 128
岩 手 81 77 119� 123� 263� 228� 253� 503� 365� 495� 208� 261� 36 68
宮 城 151 153 158� 163� 278� 306� 259� 287� 343� 388� 215� 223� 99 65
秋 田 62 62 104� 110� 280� 211� 243� 678� 384� 581� 222� 296� 24 104
山 形 83 82 127� 120� 252� 214� 305� 506� 409� 520� 220� 284� 45 31
福 島 122 114 121� 134� 249� 261� 317� 438� 384� 494� 247� 274� 72 57
茨 城 184 177 149� 150� 227� 205� 281� 502� 349� 465� 197� 239� 54 107
栃 木 181 176 157� 169� 326� 262� 253� 479� 390� 466� 192� 226� 51 107
群 馬 117 112 117� 128� 338� 270� 280� 486� 448� 514� 242� 253� △1 72
埼 玉 510 516 202� 199� 344� 339� 203� 244� 379� 420� 226� 247� 68 46
千 葉 390 393 195� 184� 320� 327� 205� 241� 352� 404� 193� 220� 57 35
東 京 498 528 213� 205� 397� 398� 226� 260� 417� 475� 224� 243� 93 65
神 奈 川 521 535 214� 206� 395� 381� 169� 263� 392� 447� 204� 227� 60 73
新 潟 103 100 102� 122� 327� 277� 364� 655� 475� 612� 270� 278� 17 117
富 山 53 51 100� 112� 314� 273� 355� 564� 401� 573� 299� 343� 65 20
石 川 57 52 118� 107� 291� 333� 255� 405� 379� 500� 182� 276� 27 19
福 井 30 29 103� 110� 312� 273� 276� 494� 395� 492� 225� 325� 86 72
山 梨 60 59 105� 104� 299� 262� 255� 518� 419� 565� 231� 276� 44 58
長 野 100 100 122� 120� 311� 296� 219� 365� 389� 462� 185� 220� 45 70
岐 阜 92 101 167� 177� 408� 366� 229� 279� 449� 427� 263� 248� 11 49
静 岡 220 211 170� 162� 274� 272� 252� 354� 363� 437� 201� 231� 41 43
愛 知 407 403 207� 202� 235� 221� 254� 318� 341� 379� 185� 206� 48 44
三 重 52 59 180� 179� 356� 348� 213� 289� 391� 427� 208� 244� 46 50
滋 賀 26 27 136� 154� 204� 235� 412� 481� 363� 468� 289� 225� 14 91
京 都 143 130 165� 140� 297� 330� 277� 331� 400� 499� 237� 280� 25 △0
大 阪 378 389 225� 221� 263� 252� 253� 369� 357� 419� 221� 259� 48 53
兵 庫 200 212 208� 202� 324� 304� 224� 365� 363� 448� 208� 259� 81 83
奈 良 41 40 132� 116� 316� 334� 210� 277� 413� 492� 244� 283� △31 △40
和 歌 山 41 39 143� 145� 229� 199� 281� 381� 392� 438� 204� 217� 3 24
鳥 取 26 27 135� 167� 370� 266� 323� 457� 523� 517� 255� 239� 1 58
島 根 10 9 53� 65� 351� 202� 261� 686� 528� 666� 277� 312� △77 246
岡 山 32 32 162� 177� 215� 199� 245� 348� 358� 402� 167� 207� 10 52
広 島 164 188 145� 153� 286� 276� 299� 398� 355� 414� 267� 299� 61 65
山 口 116 111 110� 109� 194� 185� 315� 511� 369� 473� 190� 224� 29 81
徳 島 10 10 130� 124� 391� 347� 195� 412� 430� 587� 233� 252� 19 20
香 川 32 34 153� 154� 282� 302� 200� 307� 336� 400� 178� 211� 35 64
愛 媛 86 71 145� 155� 266� 225� 211� 429� 330� 422� 160� 211� 67 105
高 知 29 29 111� 106� 276� 286� 302� 693� 420� 632� 203� 296� 37 143
福 岡 327 353 156� 163� 337� 336� 231� 291� 356� 401� 209� 239� 81 75
佐 賀 82 84 92� 119� 342� 270� 292� 550� 395� 520� 226� 253� 126 119
長 崎 123 110 97� 112� 337� 266� 255� 558� 412� 543� 222� 266� 62 118
熊 本 103 105 129� 133� 189� 180� 305� 510� 332� 441� 144� 215� 61 93
大 分 62 62 135� 139� 243� 210� 290� 474� 352� 448� 186� 220� 67 102
宮 崎 113 98 81� 100� 219� 210� 336� 656� 385� 518� 200� 258� 56 173
鹿 児 島 147 138 111� 128� 232� 203� 341� 609� 378� 509� 220� 240� 68 140
沖 縄 30 34 130� 130� 304� 300� 218� 315� 315� 405� 204� 244� 84 72
全国平均 6,959 6,915 165� 166� 311� 298� 238� 353� 375� 444� 210� 240� 57 66

（注1）部門数は『今日の私学財政』で集計した学校法人が設置する幼稚園数である。また、部門数の全国平均部分は合計数である。
（注2）平成24度は消費収支計算書における補助金、28年度は事業活動収支計算書における経常費等補助金である。
（注3）教育研究経費と管理経費を合算した金額である。
（注4）平成24年度は消費収支計算書における「帰属収入－消費支出」、28年度は事業活動収支計算書における「経常収入－経常支出」である。
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魅
力
あ
ふ
れ
る
学
校
づ
く
り
を
目
指
し
て

連 載 　51

「
選
ば
れ
る
学
校
」「
選
ば
れ
る
病
院
」
を
目
指
し
て

学
校
法
人
東
邦
大
学
　
理
事
長
　
炭
山
　
嘉
伸

　

学
校
法
人
東
邦
大
学
は
、
教
育
機
関
と
し

て
医
学
部
・
薬
学
部
・
理
学
部
・
看
護
学
部
・

健
康
科
学
部
の
５
学
部
か
ら
な
る
大
学
、
二

つ
の
付
属
中
学
校
・
高
等
学
校
、
一
つ
の
看

護
専
門
学
校
、
医
療
機
関
と
し
て
３
付
属
病

院
、
２
ク
リ
ニ
ッ
ク
を
擁
し
て
い
ま
す
。

　

本
法
人
は
、
平
成
27
年
に
創
立
90
周
年
を

迎
え
、
さ
ら
に
創
立
１
０
０
周
年
に
向
け
て

発
展
を
続
け
て
い
き
ま
す
。
教
育
・
研
究
・

医
療
を
通
じ
、
社
会
に
貢
献
、
奉
仕
す
る
と

い
う
学
校
法
人
東
邦
大
学
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を

果
た
す
べ
く
、
強
固
な
財
政
基
盤
を
確
立
す

る
と
と
も
に
、
東
邦
大
学
の
ブ
ラ
ン
ド
力
を

向
上
さ
せ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
さ
ら
な

る
確
立
及
び
ク
オ
リ
テ
ィ
の
向
上
、
ガ
バ
ナ

ン
ス
機
能
の
強
化
に
努
め
て
い
ま
す
。

開設時の面影を残す医学部本館

自
然
・
生
命
科
学
の
知
と
学
び
の

先
導
的
学
府
に
な
る�

（
東
邦
大
学
）

　

東
邦
大
学
は
、
女
子
の
理
科
系
教
育
の
向

上
と
健
全
な
人
間
性
の
育
成
を
目
的
に
、
大

正
14
年
に
額
田
豊
・
晉す
す
む兄

弟
に
よ
り
創
立
さ

れ
た
帝
国
女
子
医
学
専
門
学
校
を
前
身
と
し

て
い
ま
す
。
戦
後
の
学
制
改
革
に
伴
い
男
女

共
学
の
東
邦
大
学
と
な
り
、
現
在
で
は
５
学

部
を
擁
す
る
自
然
科
学
系
総
合
大
学
と
し

て
、
建
学
の
精
神
「
自
然
・
生
命
・
人
間
」

を
受
け
継
ぎ
、
高
い
倫
理
観
と
豊
か
な
人
間

性
を
持
っ
た
、
社
会
に
広
く
貢
献
で
き
る
人

材
を
育
成
し
て
い
ま
す
。
現
在
も
多
く
の
女

子
学
生
が
在
籍
す
る
と
と
も
に
、
子
育
て
と

仕
事
の
両
立
を
目
指
す
女
性
医
師
・
研
究
者

の
環
境
整
備
を
目
的
と
し
た
支
援
を
進
め
、

男
女
問
わ
ず
活
躍
で
き
る
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ

を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

特
徴
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
し
て
、
学
部

共
通
教
育
を
行
っ
て
お
り
、「
生
命
倫
理
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
」「
実
用
医
療
英
語
」「
チ
ー
ム

医
療
演
習
」
の
３
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
設
置
し
て

い
ま
す
。な
か
で
も
チ
ー
ム
医
療
演
習
で
は
、

他
学
部
の
学
生
同
士
で
グ
ル
ー
プ
に
分
か

れ
、
医
療
現
場
で
の
事
象
を
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
形
式
で
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
各
職
種
の
役

割
や
職
種
間
連
携
に
基
づ
い
た
医
療
に
つ
い

て
理
解
を
深
め
る
機
会
と
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
各
学
部
に
お
い
て
国
家
試
験
合
格

率
の
高
位
安
定
化
を
図
っ
て
お
り
、
効
果
的

な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
構
築
や
き
め
細
や
か
な
指

導
を
行
う
こ
と
で
、
昨
年
は
医
師
96
・
３
％
、

薬
剤
師
84
・
９
％
、
看
護
師
96
・
３
％
、
保
健

師
81
・
０
％
、
臨
床
検
査
技
師
１
０
０
％
と

い
う
好
成
績
と
な
り
ま
し
た
。

　

研
究
面
で
は
、
キ
ャ
ン
パ
ス
周
辺
の
自
治

体
と
連
携
し
、
産
学
官
連
携
に
よ
る
地
域
活

性
化
活
動
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
静

岡
大
学
と
の
包
括
協
定
や
東
京
工
業
大
学
と

の
研
究
連
携
、
都
立
産
業
技
術
研
究
セ
ン

タ
ー
と
の
医
工
連
携
に
よ
る
医
療
機
器
開
発

に
向
け
た
共
同
研
究
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
関

と
の
連
携
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

　

教
育
研
究
設
備
に
つ
い
て
も
、
創
立
90
周

年
記
念
事
業
と
し
て
、
習
志
野
キ
ャ
ン
パ
ス

で
は
薬
学
部
Ｄ
館
、健
康
科
学
部
棟
、ス
ポ
ー

ツ
ア
リ
ー
ナ
等
を
、
大
森
キ
ャ
ン
パ
ス
で
は

キ
ャ
ン
パ
ス
ア
メ
ニ
テ
ィ
、
メ
デ
ィ
ア
セ
ン

タ
ー
、
正
門
外
溝
等
を
整
備
し
ま
し
た
。
今

後
も
大
学
の
魅
力
向
上
の
た
め
に
継
続
的
な

整
備
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

東
邦
大
学
は
、
創
立
１
０
０
周
年
に
向
け

て
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
の
再
構
築
を
行
い
、

「
自
然
・
生
命
科
学
の
知
と
学
び
の
先
導
的

学
府
に
な
る
」
を
ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て
定
め
ま

し
た
。
大
学
の
発
展
に
向
け
て
全
学
的
な
教

育
・
研
究
の
質
的
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、

ビ
ジ
ョ
ン
の
実
現
に
向
け
た
戦
略
を
通
じ

て
、
大
学
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
及
び
ク
オ

リ
テ
ィ
を
よ
り
高
め
て
い
き
ま
す
。

プ
ロ
セ
ス
を
重
視
し
た「
自
分
探
し
の
旅
」�

（
東
邦
大
学
付
属
東
邦
中
学
校
・
高
等
学
校
）

　

東
邦
大
学
付
属
東
邦
中
学
校
・
高
等
学
校

は
、
昭
和
27
年
に
高
等
学
校
を
開
校
、
昭
和

36
年
に
中
学
校
を
併
設
し
ま
し
た
。
平
成
29

年
度
か
ら
は
高
校
生
徒
募
集
を
停
止
し
、
完

全
中
高
一
貫
教
育
を
開
始
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
２
０
１
９
年
度
よ
り
英
語
試
験
を
含
む

中
学
帰
国
生
入
試
を
導
入
し
ま
す
。

　

昨
年
、
卒
業
生
で
あ
る
金
井
宣
茂
宇
宙
飛

行
士
が
ソ
ユ
ー
ズ
宇
宙
船
に
て
国
際
宇
宙
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
へ
飛
行
し
た
こ
と
を
受
け
、
金

井
宇
宙
飛
行
士
を
応
援
す
る
と
と
も
に
、
生

徒
の
宇
宙
へ
の
関
心
を
高
め
る
た
め
に
、
宇

宙
教
育
関
連
の
展
示
や
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し

ま
し
た
。

　

学
習
活
動
の
み
な
ら
ず
、
学
校
行
事
や
部

活
動
も
含
め
た
学
校
生
活
６
年
間
で
、
生
徒

一
人
ひ
と
り
が
自
己
の
可
能
性
の
開
拓
に
向

か
っ
て
主
体
的
に
過
ご
す
、
プ
ロ
セ
ス
重
視

の「
自
分
探
し
学
習
」を
特
色
と
し
て
い
ま
す
。

国際宇宙ステーション滞在中の金井宇宙飛行士
とのリアルタイム交信イベント



7

平成 3 0 年 1 2 月 1 日　第 2 5 2 号

助
成
業
務

自
主
独
立
の
気
概
と
科
学
的
精
神
を
も
つ

リ
ー
ダ
ー
の
育
成　

�
（
駒
場
東
邦
中
学
校
・
高
等
学
校
）

　

駒
場
東
邦
中
学
校
・
高
等
学
校
は
、
昭
和

32
年
に
額
田
豊
が
、
優
れ
た
教
育
者
と
し
て

知
ら
れ
て
い
た
菊
地
龍
道
を
校
長
に
迎
え
誕

生
し
ま
し
た
。
自
主
独
立
の
気
概
と
科
学
的

精
神
を
有
す
る
リ
ー
ダ
ー
の
育
成
を
理
念
と

し
て
掲
げ
、
各
界
に
優
れ
た
卒
業
生
を
輩
出

し
て
き
た
こ
と
で
全
国
的
に
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　

教
員
の
適
度
な
助
言
の
下
で
、
体
育
祭
・

文
化
祭
を
中
心
と
す
る
行
事
、
部
活
動
、
各

種
委
員
会
に
至
る
ま
で
生
徒
た
ち
を
中
心
に

活
発
な
運
営
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
学
習
面

で
は
、
文
理
ど
ち
ら
に
も
偏
ら
な
い
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
を
通
じ
て
、
単
純
な
一
つ
の
答
え
で
は

問
題
を
解
決
で
き
な
い
複
雑
化
し
た
現
代
社

会
に
お
い
て
、
他
者
と
協
働
し
な
が
ら
問
題

解
決
に
向
け
て
思
考
し
続
け
よ
う
と
す
る
姿

勢
そ
の
も
の
の
養
成
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

伝
統
と
実
績
の
承
継　

�

（
東
邦
大
学
佐
倉
看
護
専
門
学
校
）

　

平
成
3
年
に
開
校
し
た
佐
倉
看
護
専
門
学

校
は
佐
倉
市
及
び
そ
の
周
辺
地
域
住
民
へ
充
実

し
た
医
療
を
提
供
す
る
看
護
師
の
養
成
を
目

指
し
、
多
く
の
優
秀
な
卒
業
生
が
隣
接
す
る

佐
倉
病
院
や
地
域
病
院
で
活
躍
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
31
年
に
最
後
の
卒
業
生
を
送
り
出
し

て
閉
校
し
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
培
っ
て
き
た

伝
統
と
実
績
は
平
成
29
年
に
新
設
さ
れ
た
健

康
科
学
部
看
護
学
科
へ
発
展
的
に
承
継
さ
れ

て
い
ま
す
。

地
域
に
根
ざ
し
た
、
安
全
で
質
の
高
い

医
療
の
実
践�

（
付
属
病
院
）

　

東
京
都
大
田
区
の
大
森
病
院
、
目
黒
区
の

大
橋
病
院
、
千
葉
県
佐
倉
市
の
佐
倉
病
院
に

加
え
、
羽
田
空
港
の
国
内
線
・
国
際
線
に
２

ク
リ
ニ
ッ
ク
を
擁
し
、
地
域
に
根
ざ
し
た
安

全
で
質
の
高
い
医
療
を
実
践
す
る
と
と
も

に
、
大
学
病
院
と
し
て
教
育
と
研
究
に
も
尽

力
し
て
い
ま
す
。

　

本
年
６
月
に
は
、
創
立
90
周
年
記
念
事
業

の
集
大
成
と
し
て
、
新
大
橋
病
院
が
移
転
・

開
院
し
ま
し
た
。
病
床
数
を
抑
え
た
こ
と
で

１
床
あ
た
り
の
面
積
を
拡
大
し
、
病
室
の
ア

メ
ニ
テ
ィ
を
充
実
さ
せ
、
ゆ
と
り
あ
る
療
養

環
境
を
実
現
し
ま
し
た
。
施
設
内
に
は
、
通

常
の
外
科
手
術
と
カ
テ
ー
テ
ル
治
療
の
両
方

に
即
応
す
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
手
術
室
を
は
じ

め
、
放
射
線
治
療
装
置
、
Ｍ
Ｒ
Ｉ
、
Ｃ
Ｔ
な

ど
最
新
の
医
療
機
器
を
配
備
し
、
よ
り
一
層

高
度
な
医
療
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
大
田
区
が
地
域
経
済
の
活
性
化
や

国
際
協
力
の
強
化
を
目
的
と
し
て
計
画
し
て

い
る
、「
羽
田
空
港
跡
地
第
１
ゾ
ー
ン
整
備

事
業
」
に
本
法
人
も
健
康
医
療
分
野
の
事
業

を
展
開
す
る
予
定
と
な
っ
て
お
り
、
医
療

サ
ー
ビ
ス
の
さ
ら
な
る
向
上
が
期
待
さ
れ
ま

す
。

　

日
本
の
医
療
は
現
在
、
団
塊
の
世
代
が
75

歳
に
突
入
す
る
２
０
２
５
年
に
向
け
た
地
域

医
療
構
想
の
も
と
、
病
院
完
結
型
か
ら
地
域

完
結
型
へ
と
転
換
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。
高

度
医
療
機
関
と
し
て
、
地
域
医
療
機
関
か
ら

紹
介
さ
れ
た
患
者
さ
ん
を
速
や
か
に
診
断
・

治
療
し
、
急
性
期
を
過
ぎ
た
ら
直
ち
に
地
域

へ
お
返
し
す
る
。
機
能
の
異
な
る
医
療
機
関

が
連
携
し
、
地
域
全
体
で
患
者
さ
ん
を
診
る

し
く
み
が
必
須
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

三
つ
の
付
属
病
院
で
は
こ
れ
ま
で
も
地
域

連
携
に
力
を
入
れ
て
お
り
、
医
師
を
は
じ
め

と
す
る
病
院
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
医
療
機
関
の

訪
問
な
ど
、「
顔
の
見
え
る
連
携
」
を
推
進

し
て
き
ま
し
た
。
患
者
さ
ん
の
紹
介
・
逆
紹

介
率
も
高
く
、
近
年
で
は
入
院
前
か
ら
退
院

後
ま
で
一
貫
し
て
患
者
さ
ん
を
支
援
す
る
専

門
部
署
を
設
置
し
、
他
医
療
機
関
と
の
シ
ー

ム
レ
ス
な
診
療
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
地
域
医
療
機
関
と
の
連
携
は
、
全

国
的
な
課
題
で
あ
る
医
療
関
係
者
の
働
き
方

改
革
に
も
効
果
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
大
森
病

院
で
は
平
成
18
年
か
ら
、
大
田
区
三
医
師
会

の
協
力
に
よ
り
夜
間
の
小
児
救
急
を
地
域
の

医
療
機
関
か
ら
派
遣
さ
れ
た
医
師
が
診
療
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
を
一
つ
の
モ
デ
ル
と
し
、

地
元
医
師
会
や
医
療
機
関
、
行
政
と
の
間
で

十
分
な
協
力
・
連
携
を
図
る
こ
と
で
、
患
者

さ
ん
へ
満
足
度
の
高
い
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
し
、
本
法
人
の
教
職
員
が
い
き
い
き
と
働

け
る
職
場
づ
く
り
に
努
め
て
い
ま
す
。

創
立
１
０
０
周
年
に
向
け
て

　

今
後
、
教
育
と
医
療
を
取
り
巻
く
環
境
は

少
子
高
齢
化
、
医
療
の
高
度
化
に
よ
り
厳
し

く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
経
営
環
境
に
鑑
み
、
経
営
基
盤
を
一
層
強

化
さ
せ
、
設
備
投
資
等
を
行
う
こ
と
で
、
よ

り
良
い
教
育
・
医
療
を
提
供
し
、
広
く
社
会

に
貢
献
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

次
な
る
１
０
０
周
年
に
向
け
て
さ
ら
に

「
選
ば
れ
る
学
校
」「
選
ば
れ
る
病
院
」
で
あ

る
べ
く
、
教
育
・
研
究
・
医
療
の
質
の
向
上

へ
積
極
的
に
取
り
組
み
、
法
人
運
営
を
引
き

続
き
進
め
て
い
き
ま
す
。

平成30年 6月に開院した新大橋病院

◇
◇
◇
寄
稿
者
紹
介
◇
◇
◇

炭
山　

嘉
伸（
す
み
や
ま　

よ
し
の
ぶ
）

　

大
橋
病
院
病
院
長
を
経
て
平
成
21
年

よ
り
現
職
。
日
本
私
立
医
科
大
学
協
会

副
会
長
。
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助
成
業
務

 ��
災
害
復
旧
に
か
か
る
私
学
事
業
団
の
制
度
の
ご
案
内

　

平
成
30
年
に
発
生
し
た
災
害
に
よ
り
甚
大

な
被
害
を
受
け
ら
れ
た
学
校
法
人
等
の
関
係

者
並
び
に
被
災
さ
れ
た
方
々
に
、
心
よ
り
お

見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

私
学
事
業
団
で
は
、
災
害
に
よ
り
被
災
さ

れ
た
学
校
法
人
等
に
対
す
る
融
資
事
業
、
寄

付
金
募
集
支
援
及
び
加
入
者
や
そ
の
被
扶
養

者
に
対
す
る
短
期
給
付
事
業
、
貸
付
事
業
等

を
行
っ
て
い
ま
す
。

�

災
害
復
旧
事
業
に
対
す
る
融
資
制
度

�

融
資
部�

融
資
課

　

本
事
業
団
で
は
、
災
害
に
よ
り
被
災
さ
れ

た
学
校
法
人
等
の
復
旧
事
業
を
支
援
す
る
た

め
の
低
利
融
資
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
激
甚
災
害
に
よ
り
被
災
し
た

場
合
に
当
面
必
要
と
な
る
資
金
を
、
通
常
よ

り
も
有
利
な
条
件
で
融
資
す
る
「
災
害
復
旧

経
営
資
金
」
を
創
設
し
ま
し
た
。

災
害
復
旧
経
営
資
金
（
新
設
）

　
「
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の

財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
き
激

甚
災
害
（
本
激
）
に
指
定
さ
れ
た
災
害
に
よ

り
被
災
し
、
被
害
の
程
度
の
著
し
い
学
校
法

人
等
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
復
旧
の
た
め
、
緊

急
に
必
要
な
資
金
の
低
利
融
資
で
す
。

　

融
資
金
利　

０
・
01
％
固
定�

※

　

返
済
期
間　
７
年
以
内（
う
ち
据
置
３
年
以
内
）

災
害
復
旧
費
（
特
別
災
害
）

　

激
甚
災
害
に
指
定
さ
れ
、
国
か
ら
補
助
金

を
受
け
る
私
立
学
校
等
の
災
害
復
旧
事
業

（
建
物
等
を
原
形
に
復
旧
す
る
も
の
）
に
対

す
る
低
利
融
資
で
す
。

　

融
資
金
利　

０
・
４
％
固
定�

※

　

返
済
期
間　

�

25
年
以
内（
う
ち
据
置
２
年
以
内
）

災
害
復
旧
費
（
一
般
災
害
）

　

特
別
災
害
以
外
の
災
害
復
旧
事
業
に
対
す

る
低
利
融
資
で
す
。

　

融
資
金
利　

０
・
４
％
固
定�

※

　

返
済
期
間　

�
20
年
以
内（
う
ち
据
置
２
年
以
内
）

※�

平
成
30
年
12
月
１
日
現
在
。
金
利
は
毎
月

変
わ
り
ま
す
の
で
、
最
新
の
金
利
は
私
学

事
業
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

融
資
対
象
と
な
る
法
人
等
に
つ
い
て

　

本
事
業
団
借
入
金
の
償
還
金
（
利
息
、
延

滞
金
を
含
み
ま
す
）を
滞
納
し
て
い
る
法
人
、

紛
争
、
法
令
違
反
な
ど
の
状
態
に
あ
る
法
人

等
は
、原
則
と
し
て
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
に
つ
い

て
は
、
対
象
と
な
る
学
科
・
課
程
が
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
融
資
課
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

災
害
復
旧
支
援
融
資
の
詳
細
は
、
私
学
事

業
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〔
助
成
業
務
の
ご
案
内

▼
融
資
▼
災
害
復
旧
に
か
か
る
融
資
の
ご
案

内
〕
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

自
然
災
害
か
ら
の
復
旧
事
業
と
し
て

行
う
寄
付
金
募
集
支
援

　
　
　
　
　
　
　
　
助
成
部�

寄
付
金
課

被
災
さ
れ
た
私
立
学
校
の
皆
様
へ

　

本
事
業
団
で
は
、
自
然
災
害
に
よ
り
被
災

さ
れ
た
学
校
法
人
が
取
り
組
む
復
旧
事
業

に
充
て
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
寄
付
金
募

集
を
支
援
す
る
た
め
、「
私
立
学
校
寄
付
金

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
（https://kifu-portal.

shigaku.go.jp/

）」
の
検
索
機
能
の
一
つ
と

し
て「
災
害
復
旧
支
援
の
た
め
の
寄
付
募
集
」

を
設
け
て
い
ま
す
。

　

本
サ
イ
ト
は
、
私
立
学
校
の
寄
付
金
募
集

に
関
す
る
情
報
を
広
く
社
会
一
般
に
一
括
し

て
公
表
す
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
私
立
学
校

に
対
す
る
支
援
を
考
え
て
い
る
方
々
が
、
寄

付
目
的
に
応
じ
て
寄
付
先
を
選
択
で
き
る
機

能
を
設
け
る
こ
と
で
、
私
立
学
校
へ
の
寄
付

の
促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

特
に
自
然
災
害
か
ら
の
復
旧
事
業
は
予
め

備
え
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
復
旧
事
業
の

実
施
に
は
、
広
く
社
会
か
ら
の
支
援
を
求
め

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
「
災
害
復
旧
支
援
の
た
め
の
寄
付
募
集
」

に
よ
る
検
索
機
能
は
メ
ニ
ュ
ー
ボ
タ
ン
の
最

上
位
に
位
置
さ
せ
て
お
り
、
本
サ
イ
ト
に
お

い
て
も
最
優
先
事
項
と
し
て
い
ま
す
の
で
、

災
害
復
旧
事
業
の
一
助
と
し
て
、
寄
付
金
の

募
集
と
本
サ
イ
ト
の
活
用
を
ぜ
ひ
ご
検
討
く

だ
さ
い
。

　

本
サ
イ
ト
へ
の
情
報
掲
載
に
は
、
本
事
業

団
が
指
定
す
る
エ
ク
セ
ル
フ
ァ
イ
ル
に
寄
付

募
集
の
情
報
を
入
力
し
提
出
す
る
だ
け
で
あ

り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等

作
成
に
か
か
る
特
別
な
知
識
や
経
験
は
一
切

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
詳
細
は
寄
付
金
課
ま
で

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
本
事
業
団
で
は
、
寄
付
金
募
集
に

か
か
る
各
種
相
談
も
承
っ
て
い
ま
す
の
で
、

こ
ち
ら
も
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

�

学
校
法
人
の
災
害
復
旧
支
援
と
し
て

�

寄
付
を
お
考
え
の
方
へ

　

平
成
30
年
度
に
発
生
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
自

然
災
害
は
、
私
立
学
校
が
取
り
組
む
教
育
や

研
究
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。

　

被
災
し
た
多
く
の
私
立
学
校
が
現
在
も
復

旧
事
業
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
引
き
続
き
皆

様
か
ら
の
支
援
が
必
要
な
状
況
で
す
。

　

企
業
等
法
人
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
本
事

業
団
を
通
じ
て
、
指
定
さ
れ
た
私
立
学
校
に

寄
付
を
す
る
、
受
配
者
指
定
寄
付
金
制
度
を

ご
利
用
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
寄
付
金
の

全
額
が
損
金
に
算
入
可
能
で
す
。

　

私
立
学
校
に
学
ぶ
多
く
の
子
ど
も
達
の
た

め
に
も
、
ぜ
ひ
学
校
法
人
に
向
け
て
ご
支
援

を
お
願
い
し
ま
す
。

�

加
入
者
等
に
対
す
る
災
害
見
舞
金
等

�

業
務
部　
短
期
給
付
課

　

加
入
者
（
任
意
継
続
加
入
者
を
含
み
ま
す
）

そ
の
他
の
災
害
復
旧
支
援
融
資
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や
そ
の
被
扶
養
者
が
、
水
震
火
災
、
そ
の
他
の

非
常
災
害
に
よ
り
、
住
居
や
家
財
に
５
分
の
１

以
上
の
損
害
を
受
け
た
と
き
は
、
災
害
見
舞
金

や
災
害
見
舞
金
付
加
金
を
請
求
で
き
ま
す
。

災
害
見
舞
金

　

住
居
又
は
家
財
が
３
分
の
１
以
上
焼
失
又

は
滅
失
し
た
と
き
、
損
害
の
程
度
に
応
じ
標

準
報
酬
月
額
の
０
・
５
～
３
か
月
分
の
金
額

災
害
見
舞
金
付
加
金

①�

災
害
見
舞
金
が
支
給
さ
れ
る
と
き
は
、
災

害
見
舞
金
の
額
の
60
％
に
相
当
す
る
金
額

②�

住
居
又
は
家
財
が
５
分
の
１
以
上
３
分
の

１
未
満
の
損
害
を
受
け
た
と
き
、
標
準
報

酬
月
額
の
０
・
５
か
月
分
の
金
額

請
求
に
必
要
な
書
類

①
「
災
害
見
舞
金
等
請
求
書
」

②�

市
区
町
村
長
、
消
防
署
長
又
は
警
察
署
長

の
証
明
書
（
請
求
書
の
中
に
証
明
欄
が
あ

り
ま
す
）
又
は
、「
り
災
証
明
書
」（
損
害

の
程
度
が
明
記
さ
れ
た
も
の
）

③
「
災
害
状
況
明
細
書
」

　

請
求
に
当
た
っ
て
は
、
被
害
の
状
況
を
確

認
の
う
え
短
期
給
付
課
ま
で
お
電
話
く
だ
さ

い
。
請
求
書
等
を
送
付
し
ま
す
。

�

加
入
者
に
対
す
る
災
害
貸
付

�

福
祉
部　
貸
付
課

　

加
入
者（
任
意
継
続
加
入
者
を
除
き
ま
す
）

が
、
水
震
火
災
、
そ
の
他
の
非
常
災
害
を
受

け
た
た
め
に
、資
金
を
必
要
と
す
る
と
き
に
、

災
害
貸
付
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

申
し
込
み
資
格

　

加
入
者
期
間
が
引
き
続
き
１
年
以
上
の
人

貸
付
額

　

標
準
報
酬
月
額
の
６
か
月
相
当
額
の
範
囲

内
（
限
度
額
２
０
０
万
円
）

貸
付
利
率

　

年
２
・
00
％
（
平
成
30
年
６
月
特
例
利
率
）

請
求
に
必
要
な
書
類

①
「
貸
付
申
込
書
」

②
「
借
用
証
書
」

③�

公
的
機
関
が
発
行
す
る
「
り
災
証
明
書
」

学
校
法
人
等
を
通
し
て
申
し
込
み
を
し
て

く
だ
さ
い
。

申
込
受
付
期
間

　

災
害
発
生
日
以
後
６
か
月
以
内

※�

災
害
の
状
況
に
応
じ
て
特
例
措
置
が
適
用

さ
れ
ま
す
。
詳
細
は
、
私
学
事
業
団
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
〔
災
害
へ
の
対
応
〕
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

【
資
格
関
係
】

●�

国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
の
届
出
用

紙
の
変
更
（
４
月
）

●�

電
子
媒
体
申
請
に
お
け
る「
フ
ロ
ッ
ピ
ー

デ
ィ
ス
ク
」
の
取
り
扱
い
終
了
（
４
月
）

●�

標
準
報
酬
月
額
改
定
（
随
時
改
定
）
の

年
平
均
額
に
よ
る
保
険
者
決
定
の
導
入

（
10
月
）

【
掛
金
関
係
】

●�

短
期
給
付
等
掛
金
率
を
８
・
２
３
２
％

に
据
え
置
き
（
４
月
）　

●�

短
期
給
付
等
掛
金
率
の
う
ち
「
特
定
保

険
料
率
に
相
当
す
る
掛
金
率
」
３
・
52
％

を
３
・
48
％
に
改
定
（
短
期
給
付
等
掛

金
率
の
内
訳
）（
４
月
）

●�

介
護
掛
金
1・３
６
１
％
を
１・４
２
４
％

に
改
定
（
４
月
）

●�

退
職
等
年
金
給
付
の
掛
金
率
を
１
・
５
％

に
据
え
置
き
（
４
月
）

●�

子
ど
も
・
子
育
て
拠
出
金
率
0
・
23
％

を
０
・
29
％
に
改
定
（
４
月
）

●�

加
入
者
保
険
料
（
軽
減
保
険
料
率
）�

14
・
２
６
５
％
を
14
・
６
１
９
％
に
改

定
（
９
月
）

【
短
期
給
付
（
医
療
）
関
係
】

●�

治
療
用
装
具
に
か
か
る
療
養
費
等
請
求

時
の
添
付
書
類
の
変
更
（
４
月
）

●�
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
お
け
る
情
報
連

携
の
試
行
運
用
の
開
始
（
７
月
）、
本

格
運
用
の
開
始
（
10
月
）

●�

高
齢
受
給
者
の
高
額
療
養
費
の
自
己
負

担
限
度
額
の
変
更
（
８
月
）

【
年
金
等
給
付
関
係
】

●�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
お
け
る
情
報
連

携
開
始
の
延
期
（
３
月
）

●�

厚
生
年
金
給
付
・
共
済
年
金
給
付
の
年

金
額
の
据
え
置
き
（
４
月
）

●�

退
職
等
年
金
給
付
掛
金
の
払
込
実
績
に

係
る
情
報
通
知
の
送
付
（
４
月
）

●�

フ
ィ
リ
ピ
ン
と
の
社
会
保
障
協
定
の
発

効
（
８
月
）

●�

退
職
等
年
金
給
付
の
基
準
利
率
0
・
00
％

を
０
・
06
％
に
改
定
、
併
せ
て
年
金
現

価
率
を
改
定
（
10
月
）

【
福
祉
事
業
関
係
】

●�

第
三
期
特
定
健
康
診
査
等
実
施
計
画
の

策
定
（
１
月
）

●
海
外
研
修
旅
行
の
終
了
（
３
月
）

●
第
二
期
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
の
策
定（
３
月
）

●�

特
定
健
診
等
実
施
率
向
上
へ
の
取
り
組

み
（
４
月
）

●
ヘ
ル
ス
ケ
ア
ポ
イ
ン
ト
の
創
設（
７
月
）

●�

学
生
就
職
活
動
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の

一
部
縮
小
（
７
～
９
月
）

【
災
害
関
係
】

●�

東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故

に
伴
う
一
部
負
担
免
除
の
延
長（
３
月
）

●�

平
成
30
年
７
月
豪
雨
に
か
か
る
災
害
見

舞
金
等
の
現
地
受
付
（
９
月
）

【
私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
】

●�

事
務
担
当
者
用
ペ
ー
ジ
の
パ
ス
ワ
ー
ド

を
変
更
（
３
月
）

●�

加
入
者
用
ペ
ー
ジ
の
パ
ス
ワ
ー
ド
を
変

更
（
６
月
）

●
Ｕ
Ｒ
Ｌ
変
更（
ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
ｓ
化
）（
10
月
）

問
い
合
わ
せ
先

私
学
振
興
事
業
本
部

融
資
部　

融
資
課

☎
０
３（
３
２
３
０
）７
８
６
２
～
７
８
６
７

Ｅ
メ
ー
ル　

yushi@
shigaku.go.jp

助
成
部　

寄
付
金
課

☎
０
３（
３
２
３
０
）７
３
１
７
・
７
３
１
８

Ｅ
メ
ー
ル　

kifukin@
shigaku.go.jp

共
済
事
業
本
部

☎
０
３
（
３
８
１
３
）
５
３
２
１
（
代
表
）

災
害
貸
付

平成30年　共済業務の年間報告
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共
済
業
務

平 成 3 0 年 1 2 月 1 日　第 2 5 2 号

　

学
校
法
人
等
か
ら
の
特
定
健
診
等
結
果

デ
ー
タ
の
提
出
協
力
に
基
づ
き
、
平
成
29
年

度
特
定
健
康
診
査
等（
以
下
「
特
定
健
診
等
」

と
い
い
ま
す
）
の
実
施
結
果
は
、
表
1
、
2

の
と
お
り
と
な
り
ま
し
た
。

　

特
定
健
診
受
診
率
に
つ
い
て
は
、
合
計
で

前
年
度
の
65
・
４
％
か
ら
65
・
５
％
と
な
り

ま
し
た
。
そ
の
う
ち
受
診
券
を
送
付
し
て
い

る
被
扶
養
者
等
の
受
診
率
は
30
・
０
％
に
と

ど
ま
り
、
目
標
を
大
き
く
下
回
る
結
果
と
な

り
ま
し
た
（
表
１
参
照
）。

　

特
定
保
健
指
導
に
つ
い
て
は
、
忙
し
く
て

受
診
す
る
時
間
が
取
れ
な
い
、
近
く
に
受
診

で
き
る
場
所
が
少
な
い
な
ど
の
理
由
か
ら
、

平成29年度特定健康診査等の実施結果報告（抜粋）

表２　特定保健指導対象者及び終了者数 （単位：人）

区　　分 ａ加入者 ｂ被扶養者等 合　計
（ａ+ｂ）

健診実施者
Ａ評価対象者数（※２） 231,588 32,739 264,327

対　

象　

者

B動機づけ支援
（B/A）

22,368 1,908 24,276

（9.7％） （5.8％） （9.2％）

C積極的支援
（C/A）

19,724 604 20,328

（8.5％） （1.8％） （7.7％）

終　

了　

者

D動機づけ支援
終了者数
（Ｄ/Ｂ）

2,538 139 2,677

（11.3％） （7.3％） （11.0％）

E積極的支援
終了者数
（Ｅ/Ｃ）

1,634 38 1,672

（8.3％） （6.3％） （8.2％）

終了者数合計
実施率

〈（D+E）/（B+C）〉

4,172 177 4,349

（9.9％） （7.0％） （9.8％）

目
標
等

実施率目標 30.0% 30.0% 30.0%

目　標　差 △20.1% △23.0% △20.2%

※１�　詳細は、私学共済ホームページ〔事務担当者用
ページ▶福祉事業関係▶特定健診・特定保健指導〕
に掲載しています。

※２�　健診実施者には、すべての健診は受診できなかっ
たものの階層化（保健指導判定）が可能な対象者も
含まれています。

表１　特定健診実施者数 （単位：人）

区　　分 ａ加入者 ｂ被扶養者等 合　計
（ａ+ｂ）

Ａ対象者数 294,334 109,082 403,416

Ｂ実施者数 231,531 32,729 264,260

実　施　率
（Ｂ/Ａ） （78.7%） （30.0%） （65.5%）

実施率目標 92.0% 69.0% 85.0%

目　標　差 △13.3% △39.0% △19.5%

実
施
率
は
加
入
者
、
被
扶
養
者
等
と
も
に
低

い
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
（
表
２
参
照
）。

対
象
者
の
利
便
性
を
考
慮
し
た
会
場
型
及
び

学
校
訪
問
型
の
特
定
保
健
指
導
（
※
１
）
も

実
施
し
て
い
ま
す
の
で
、
加
入
者
等
の
健
康

管
理
に
ぜ
ひ
お
役
立
て
く
だ
さ
い
。

 

特
定
保
健
指
導
対
象
者
へ
の
受
診
勧
奨

　

特
定
健
診
等
結
果
デ
ー
タ
を
受
理
し
た

後
、
そ
の
人
に
適
応
し
た
健
康
情
報
冊
子

「
Ｑ
Ｕ
Ｐ
ｉ
Ｏ
（
ク
ピ
オ
）」（
特
定
保
健
指

導
が
必
要
な
人
に
は
利
用
券
を
同
封
）
を
学

校
法
人
等
宛
て
に
送
付
し
て
い
ま
す
。
対
象

者
へ
の
配
付
及
び
特
定
保
健
指
導
の
受
診
勧

奨
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

 

平
成
30
年
度
特
定
健
診
等

 

結
果
デ
ー
タ
提
出
時
の
お
願
い

　

平
成
30
年
度
の
健
診
結
果
デ
ー
タ
は
随
時

受
け
付
け
て
い
ま
す
が
、
提
出
期
限
の
直
前

は
非
常
に
受
付
件
数
が
集
中
し
ま
す
。
こ
の

た
め
、
健
診
結
果
デ
ー
タ
の
登
録
作
業
等
が

集
中
し
、
Ｑ
Ｕ
Ｐ
ｉ
Ｏ
等
の
発
送
が
遅
延
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
健
診
結
果
デ
ー
タ
は

健
診
終
了
後
、速
や
か
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
健
診
結
果
デ
ー
タ
は
、
私
学
事

業
団
の
健
診
結
果
提
出
用
エ
ク
セ
ル
形
式
、

Ｃ
Ｓ
Ｖ
デ
ー
タ
形
式
、
又
は
国
の
定
め
る

Ｘ
Ｍ
Ｌ
形
式
な
ど
の
電
子
デ
ー
タ
で
作
成
し

て
い
た
だ
く
と
、
健
診
デ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
機

能
（
※
１
）
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

不
備
デ
ー
タ
の
解
消
の
た
め
に
、
可
能
な
限

り
電
子
デ
ー
タ
で
の
作
成
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

平
成
30
年
７
月
豪
雨
に
か
か
る
加
入
者
及

び
被
扶
養
者
の
一
部
負
担
金
免
除
の
措
置

を
、
31
年
２
月
28
日
ま
で
延
長
し
ま
す
。

　

12
月
31
日
ま
で
は
、「
一
部
負
担
金
免
除

等
証
明
書
」
が
な
く
て
も
一
部
負
担
金
免
除

措
置
の
対
象
と
な
り
ま
す
が
、
31
年
１
月
１

日
以
降
は
、「
一
部
負
担
金
等
免
除
証
明
書
」

の
提
示
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
有
効
な
一
部
負
担
金

等
免
除
証
明
書
を
医
療
機
関
の
窓
口
に
提
示

で
き
ず
に
一
部
負
担
金
を
支
払
っ
た
と
き
は
、

そ
の
負
担
し
た
分
に
つ
い
て
私
学
事
業
団
に

対
し
、
還
付
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

詳
細
は
、
私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〔
災

害
へ
の
対
応
（
共
済
業
務
）
▼
平
成
30
年
７

月
豪
雨
へ
の
対
応
（
共
済
業
務
）
▼
短
期
給

付
関
係
（
医
療
機
関
の
窓
口
負
担
の
免
除
）

の
お
知
ら
せ
〕
を
ご
覧
に
な
る
か
、
短
期
給

付
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

９
月
７
・
８
日
、
14
～
18
日
に
、
中
国
・

四
国
地
方
に
お
い
て
災
害
見
舞
金
等
の
現
地

受
付
を
実
施
し
ま
し
た
。受
付
件
数
は
53
件
、

約
６
千
万
円
の
給
付
決
定
を
行
い
ま
し
た
。

　

未
請
求
の
方
へ
請
求
手
続
き
を
さ
れ
る
よ

う
、
ご
案
内
を
お
願
い
し
ま
す
。

平
成
30
年
７
月
豪
雨
に
か
か
る
現

地
受
付
（
災
害
見
舞
金
等
の
請
求

受
付
）
の
報
告

企
画
室

平
成
29
年
度　
特
定
健
康
診
査
等
の
実
施
結
果

　
　
　

引
き
続
き
実
施
率
目
標
達
成
に
向
け
た
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

福
祉
部　
保
健
課

平
成
30
年
７
月
豪
雨
に
か
か
る
加
入

者
及
び
被
扶
養
者
の
一
部
負
担
金
免

除
の
措
置
を
延
長
し
ま
す

業
務
部　
短
期
給
付
課
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本
格
運
用
の
開
始

　

私
学
事
業
団
の
短
期
給
付
事
業
に
お
け
る

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
情
報
提
供
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
た
情
報
照
会
及

び
情
報
提
供
（
以
下
「
情
報
連
携
」
と
い
い

ま
す
）
は
、
平
成
30
年
７
月
か
ら
試
行
運
用

を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
た
び
情
報
連
携

に
よ
り
所
得
等
に
関
す
る
情
報
が
確
認
で
き

た
下
表
の
事
務
手
続
き
に
つ
い
て
、
30
年
10

月
よ
り
本
格
運
用
を
開
始
し
ま
し
た
。

情
報
連
携
が
可
能
な
事
務
手
続
き
及
び

省
略
可
能
な
書
類

　

本
格
運
用
開
始
時
点
に
お
い
て
「
情
報
連

携
が
可
能
な
事
務
手
続
き
及
び
省
略
可
能
な

書
類
」
は
、
下
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。　

　

な
お
、
今
後
も
情
報
連
携
に
よ
り
書
類
の

省
略
が
可
能
で
あ
る
と
確
認
で
き
た
事
務
手

続
き
は
、
随
時
、
私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

〔
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
社
会
保
障
・
税
番
号
）

制
度
に
つ
い
て
〕
及
び
広
報
誌
等
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

平
成
30
年
10
月
か
ら

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
お
け
る

情
報
連
携
の
本
格
運
用
を

開
始
し
ま
し
た
（
短
期
給
付
事
業
）

企
画
室

表　

手続きの概要 省略可能な書類 届出用紙 
※請求方法

 ○　被扶養者にかかる後期高齢者医療制度の被保険者資格の得喪確認（担当課：資格課）

後期高齢者医療制度の被保険者になるため、被扶
養者の資格を喪失する手続き又は後期高齢者医療
制度の資格を喪失し被扶養者として私学共済に加
入するための手続き

健康保険証（後期高齢者医療被
保険者証の写し）又は被保険者
資格証明書（後期高齢者医療制
度資格証明書）

後期高齢者医療制度被保険者資
格該当・不該当届出書
※�私学共済ホームページ〔様式
用紙等のダウンロード〕から
ダウンロードできます。

 ○　入院時食事療養費減額のための所得確認（担当課：短期給付課）

加入者又は被扶養者が、限度額適用・標準負担額
減額認定証を提出しなかったことにより支払った
食事療養標準負担額の差額支給決定をするための
手続き

課税証明書
（住民税非課税の場合）

入院時食事療養費・家族療養費
（食事分）差額請求書
※�短期給付課へ電話でご請求く
ださい。

 ○　入院時生活療養費減額のための所得確認（担当課：短期給付課）

65歳以上の加入者又は被扶養者が、限度額適用・
標準負担額減額認定証を提出しなかったことによ
り支払った生活療養標準負担額の差額支給決定を
するための手続き

課税証明書
（住民税非課税の場合）

入院時食事療養費・家族療養費
（食事分）差額請求書
※�短期給付課へ電話でご請求く
ださい。

 ○　高額療養費限度額減額のための所得確認（担当課：短期給付課）

加入者又は被扶養者が、自己負担を軽減するため
に医療機関に提出する限度額適用・標準負担額減
額認定証の交付を行うための手続き

課税証明書
（住民税非課税の場合）

限度額適用・標準負担額減額認
定申請書
※�短期給付課へ電話でご請求く
ださい。

 ○　高額療養費の支給決定（担当課：短期給付課）

加入者又は被扶養者が、限度額適用・標準負担額
減額認定証を提出しなかったことにより支払った
医療費から高額療養費の支給決定をするための手
続き

課税証明書
（住民税非課税の場合）

療養費・家族療養費等請求書
※�私学共済ホームページ〔様式
用紙等のダウンロード〕から
ダウンロードできます。

 ○　高額介護合算療養費限度額減額のための所得確認（担当課：短期給付課）

高額介護合算療養費の支給決定をするための手続
き

課税証明書
（住民税非課税の場合）

高額介護合算療養費支給兼自己
負担額証明書交付申請書
※�短期給付課へ電話でご請求く
ださい。
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父母を認定する場合の収入限度額の合算額の例
いずれの事例も、加入者の年収見込み額が父母の収入合計額を上回っていると仮定します。

事例Ａ 所得の種類 収入 収入限度額 ➡�父母のそれぞれの収入額、父母の世
帯収入のいずれも、収入限度額（合
算額）未満なので、父母ともに被扶
養者として認定できます。

父　62歳 公的年金等 170万円 ＜ 180万円

母　61歳 パート収入（年金なし） 80万円 ＜ 130万円

父母の世帯収入合計額 250万円 ＜ 310万円

事例Ｂ 所得の種類 収入 収入限度額 ➡�父母の世帯収入は収入限度額の合算
額未満で、母は収入が収入限度額未
満なので被扶養者として認定できま
すが、父の収入は収入限度額以上の
ため被扶養者として認定できません。

父　68歳 公的年金等 190万円 ＞ 180万円

母　65歳 公的年金等 130万円 ＜ 180万円

父母の世帯収入合計額 320万円 ＜ 360万円

事例Ｃ 所得の種類 収入 収入限度額 ➡�母の収入は収入限度額未満ですが、
父母の世帯収入（370万円）が父母の
世帯収入限度額の合算額（360万円）
より多いので、父母ともに被扶養者
には認定できません。

父　70歳 公的年金等 250万円 ＞ 180万円

母　68歳 公的年金等 120万円 ＜ 180万円

父母の世帯収入合計額 370万円 ＞ 360万円

被扶養者の収入限度額
収入の内訳 60歳未満 60歳以上

給与収入だけの人 130万円未満 130万円未満
給与収入以外（年金収入を除きます）の所得のある人 130万円未満 130万円未満
障害年金（公的年金）を受給している人 180万円未満 180万円未満
老齢・退職・遺族年金等（公的年金）を受給している人 130万円未満 180万円未満

　　　　　�外国籍の家族を被扶養者に認定できますか。
　　　　　また、必要な添付書類は何ですか。

書　　　類 内　　　容
① 加入者との続柄、被扶養者の氏

名・生年月日・性別が確認でき
る書類

加入者が世帯主の場合、配偶者又は子の認定は住民票でも可。加入者が世帯主でない
場合や、配偶者・子以外の認定の場合は、戸籍に相当する証明や本国の証明等が必要
です。

② 被扶養者の収入を確認する書類

収入書類は「平成30年版　事務の手引」105頁を参照してください。なお、収入がな
い人で、最近来日し１月１日現在日本に住所を有していないため市区町村の非課税証
明書が交付されない場合は、その旨及び今後国内外における収入の見込みがない旨を
記載した口述書と、パスポートの写し（氏名・生年月日及び出入国年月日が記載され
た箇所）を添付してください。

③ 国民年金第３号被保険者関係届 加入者が65歳未満で、配偶者が20歳以上60歳未満の場合に提出してください。国内に
居住していない場合も必ず提出してください。ただし、配偶者が③の届書にマイナン
バーを記入した場合、④の提出は不要です。④ 国民年金第３号被保険者ローマ

字氏名届

　　　�　被扶養者の要件を備えていることが確認できれば、認定できます。
被扶養者として申請する人及び加入者の国籍は問いません。扶養す
る人の続柄や収入等の確認は日本国籍の人と同様に行います。添付
書類の代表的な例は次のとおりです。

A

ポイント

　外国語で記載されている証明等を添付する場合は、必ず和訳（訳者の記名・押印が必要）を添付してください。

Q2
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ポイント

　認定に当たっては母親の収入が限度額未満であることが条件ですが、扶養義務には優先順位があり、
夫婦相互扶助義務の観点から、父親に被用者健康保険（任意継続を含みます）の適用がある場合は母親
を加入者の被扶養者に認定できません。また、父母の収入の合計額が父母それぞれに適用される収入限
度額の合計額を上回っている場合や、加入者の収入より多い場合も被扶養者に認定できません。

　　�　父親の退職を事由として母親を被扶養者に認定することができます。た
だし、父親は配偶者である母親を優先して扶養する立場にあるため、父親
の収入や健康保険の状況を確認のうえ、主として加入者の収入により生計
を維持していることが確認できる場合に限られます。

　　今回の事例は、以下１）２）３）の確認により被扶養者として認定できます。

　　　�父親（65歳）が会社を退職しました。退職後は200万円の年金収入のみとなります。また、健康
保険の任意継続はせず国民健康保険に入ります。父親は収入限度額以上の収入があるので、被扶
養者にはなれないと思いますが、これまで父親の被扶養者となっていた母親（60歳）を私（加入者）
の被扶養者にできますか。母親は年金も他の収入もありません。なお、私の収入は600万円で、両
親とは別居していますが、これからは仕送りなどをしていくつもりです。

被扶養者認定申請事例（父母の認定、外国籍の家族の認定）
業務部 資格課

　被扶養者認定申請事例の最終回となる今回は、父母の認定と外国籍の家族の認定について説明します。
　被扶養者の基本的な事項は、「平成30年版　事務の手引」97頁第７章を参照してください。

今回の事例 確認内容

１） 母親は60歳以上だが、現在年金を受け
ておらず他の収入もない。

60歳以上の場合の収入限度額は、公的年金収入がないときは130万円未
満であり、母親の収入は限度額未満である（公的年金収入があるときの
限度額は年収180万円未満。12頁被扶養者の収入限度額参照）。

２） 父親は退職後に健康保険の任意継続は
しない（国民健康保険に加入する）。 父親は被用者健康保険に加入せず、国民健康保険の適用である。

３）
父母の世帯収入は200万円（父親200万
円＋母親無収入）で、加入者の年収見
込み額は600万円である。

父母の収入限度額の合算額は310万円（父親180万円＋母親130万円）な
ので、父母の世帯収入合算額は限度額を下回っている。かつ、父母の世
帯収入合算額は、加入者の年収見込み額よりも少ない。

添付書類は次のとおりです。

書　　　類 　　　　　　　　　　　内　　　容

①加入者及び母親の戸籍謄本 続柄及び母親の生年月日、父親の状況を確認します。

② 父親の雇用保険離職票の写し又は退職証明
書 父親の退職年月日を確認します。

③父親の国民健康保険証の写し 父親が被用者健康保険制度に加入していないことを確認します。

④母親の最新の非課税証明書 母親の収入（年金以外の収入が全くないこと）を確認します。

⑤ 母親が公的年金を受給していない理由を記
載した口述書（母親の記名・押印が必要）

60歳以上の人を被扶養者認定する際は、年金の受給状況を確認するため、
母親が公的年金を受給していない理由を確認します。

⑥ 父親の退職後の年金額が分かる改定通知書
の写し 父親の退職後の収入を確認します。

⑦ 母親を扶養する具体的な理由書（加入者の
記名・押印が必要）

同居・別居の状況、仕送りの状況等、加入者が生計を維持している実態
について確認します。

Q１

A



平成 3 0 年 1 2 月 1 日　第 2 5 2 号私学事業団ホームページ　https://www.shigaku.go.jp/
助成業務　https://www.shigaku.go.jp/s_home.htm
共済業務　https://www.shigakukyosai.jp/（私学共済ホームページ）

事務担当者用ページ
　　ユーザー名：jimutan　　　パスワード：20180301

月の共済業務スケジュール12

月の共済業務スケジュール１

共済事業本部
〒113 - 8441　東京都文京区湯島1-7-5
☎03（3813）5321（代表）
電話照会の際は、学校記号番号、加入者番号が
確認できるものをお手元にご用意ください。

共済業務

３日（月） 貸付 �送金
６日（木） 貸付 �11月分定期償還期限
10日（月） 貯金 �払込期限（必着）

14日（金） 貸付 �1月4日送金申し込み・任意償還申出締め切り
アイリスプラン �医療・日常事故コース加入申込締め切り

20日（木） 貯金 �送金

25日（火）
貸付 �送金
貯金 �払戻・解約請求締め切り
積立共済年金 �脱退申出等締め切り

28日（金）
掛金等 �11月分掛金等口座振替（自振校のみ）
貸付 �12月分定期償還口座振替（自振校のみ）
貸付 �1月22日送金申し込み締め切り

４日（金） 掛金等 �11月分納期限
貸付 �送金

６日（日） 貸付 �12月分定期償還期限
10日（木） 貯金 �払込期限（必着）
15日（火） 貸付 �2月4日送金申し込み・任意償還申出締め切り

賞与等支給報告書の提出

　「賞与等支給報告書」は、あらかじめ賞与等の支給月
として報告されている予定月の前月に、学校法人等へ送
付します。ただし、電子媒体及び電算用紙による賞与等
の報告を登録した学校法人等には、報告書は送付しませ
ん。
　賞与等を支給したときは、支給日（同月内に複数回、
賞与等を支給した場合は最後に支給した日）から５日以
内に提出してください。
　賞与掛金等は、12月18日（火）受付分までを、12月分
の掛金等（１月送付）で調定する予定です。
〔賞与等支給報告の注意点〕
・�賞与等の支給がない場合は、提出の必要はありません。
・�賞与等支給報告書に記載されている加入者で、賞与等
を支給していない人がいる場合は、該当加入者番号か
ら賞与等区分までを二重線で抹消してください。抹消
せずに０円や空欄の報告書を提出すると「未確認連絡
書」が送付されます。
・�支給年月や賞与等区分の記入漏れに注意してください。
・�記入に際しては、私学共済ホームページ〔様式用紙等
のダウンロード〕の記入例を参照してください。
・�電子媒体や電算用紙で報告する場合は、提出前に加入
者番号と生年月日を確認してください。
・�電算用紙による申請は、事前の承認が必要です。
� 【業務部　資格課】

加入者向広報「レター」１月号及び
年金者向広報「共済だより」１月号等の発送
　加入者向広報「レター」１月号を１月初旬から学校法
人等宛てに順次発送します。送付部数は11月末現在の加
入者数です（後期高齢者医療制度の被保険者となった人
を含みます）。詳しくは送付状を確認してください。
　到着しましたら、加入者への配付をお願いします。不
足の場合は、広報班まで連絡してください。
　なお、年金者向広報「共済だより」を１部、事務担当
者用として同封します。年金者宛てには１月中旬に発送
します。
　加入者向広報「レター」は、私学共済ホームページ〔加
入者用ページ▶レター〕でも閲覧できます。
� 【広報相談センター　広報班】

貸付けの申込締め切り日に
ご注意ください
　１月４日（金）送金分は12月14日（金）、１月22日（火）
送金分は12月28日（金）が締め切り日となります。締め切
り日（毎月15日及び月末）が土・日曜日又は休日のとき
は繰り上がりますので注意してください。
� 【福祉部　貸付課】

私学共済ホームページをご活用ください

◎事務担当者用ページ
　共済業務スケジュールや事務担当者の基礎知識等を掲
載しています。ログインの際に必要なユーザー名・パス
ワードは、毎号本頁の右上に掲載しています。
◎様式用紙等のダウンロード
　①キーワード②内容（分類）別③用紙名（あいうえお順）
の三つの方法から必要な用紙を探すことができます。
◎加入者用ページ
　私学共済制度の概要等、刊行物、健康管理に役立つ（メ
ンタルヘルス等相談サービスの利用方法等）を掲載して
います。ユーザー名・パスワードは、加入者向広報「レ
ター」11月号（Vol. 124）の25頁又は「私学共済ブック
2018〔保健・宿泊編〕」の203頁に掲載しています。
 【広報相談センター　広報班】

14
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（「月報私学」はホームページにも掲載しています）INFORMATION

私学振興事業本部
〒102 - 8145
　東京都千代田区富士見1-10-12
☎03（3230）1321（代表）

助成業務

年  末  年  始  の  業  務
　私学事業団では12月29日（土）から１月３日（木）までの年末年始をお休みとさせていただきます。
　ご不便をおかけいたしますが、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

　システムメンテナンスのため、私学事業団ホームページ上のシステムの一部について以下のとおり休止します。
　　 学校法人ポータルサイト（ポータルサイト内のシステムを含みます）
　　　12月28日（金）午後５時45分～１月４日（金）午前10時

　　 e–マネージャ
　　　12月18日（火）午後５時45分～１月下旬（開始日は別途ご案内します）
　　　　※ e–マネージャの休止期間中、大学ポートレートに掲載されている教育情報の更新はできません。

　※ 上記のページ以外は通常どおり閲覧できます。

　私学事業団では、皆様により安全に私学事業団ホームページを利用していただくために、セキュリティ強化対策

として常時SSL/TLS化（https化）を行い、私学事業団トップページと助成業務ホームページについても、対応を

完了したことをお知らせします。新しいＵＲＬは本誌14頁の左上を参照してください（旧URLにアクセスした場

合でも自動的に新URLへ転送されますが、ブックマークやお気に入りに登録されている場合は、お手数ですが新

URLに再登録をお願いします）。

「 月 報 私 学 」の 回 覧 に ご 協 力 く だ さ い

　「月報私学」は、学校法人等宛てに送付しています。
　限られた部数の送付となりますので、本誌を広くご活用いただくためにも、法
人等内での各部署への回覧にご協力くださるようお願いします。
　また、私学事業団ホームページ〔広報誌・刊行物一覧▶月報私学〕にも掲載し
ていますのでご活用ください。

ホームページ上のシステムの一部休止のお知らせ

私学事業団ホームページの常時SSL/TLS化（https化）
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融資事 業 の ご 案 内

宿泊施設 の ご 案 内 私学共済ホームページから宿泊予約ができます。
h t t p s : / / w ww . s h i g a k u k y o s a i . j p /
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月報私学　12月号（VOL. 252）平成30年12月1日発行
編集・発行　日本私立学校振興・共済事業団　〒102-8145　東京都千代田区富士見1-10-12　☎03（3230）7809～7811（企画室）

（禁無断転載）　

 超お得！国産牛ステーキ付プラン　
12月14日〜 31日に「SENDAI 光のページェント」が開催されます。定禅寺
通を会場にケヤキ並木に数十万のLED電球が取り付けられたイルミネーショ
ンはまさに「光の回廊」となります。
１泊２食（１名１室 / １名様）　8,800 円～
取扱期間：通年（年末年始を除きます）
・�夕食は厳選された国産牛を丹精込めて焼き上げた
ステーキセット、朝食は豊富なメニューの和洋バイ
キングをお召し上がりください。
・�和食希望の方には「きんき一夜干しとマグロ刺身夕
食プラン」もございます。

　
ケヤキ並木のイルミネーション国産牛ステーキ（イメージ）

夕食（イメージ）

〒248-0021　神奈川県鎌倉市坂ノ下25-4　☎0467（22）3506
（江ノ島電鉄「長谷」駅下車、徒歩８分）   鎌　倉　 あじさい荘

そ う

〒983-0852　仙台市宮城野区榴岡4-1-5　☎022（299）6211（代表）
JR「仙台」駅東口徒歩３分。地下鉄東西線「宮城野通」駅徒歩１分
東北自動車道・仙台宮城インターより市内中心部方向に車で約20分
https://www.hotelgp-sendai.com/

 冬の鎌倉プラン
比較的温暖な冬の鎌倉は、都会の喧騒を忘れさせてくれます。この時期に静
かな寺社や海を満喫し、散策後は鎌倉「あじさい荘」でおくつろぎください。

１泊２食（１名１室／１名様）　  　10,800 円
　　　　（２～４名１室／１名様）　 9,300 円
取扱期間：平成30年12月１日～31年２月28日（年末年始を除きます）

校舎や園舎、体育館など耐震化はお済みですか？

融資部　融資課　☎03（3230）7862～7867
Ｅメール　yushi＠shigaku.go.jp

問い合わせ先
（私学振興事業本部）

■主な事業と融資金利（平成30年12月１日現在）

主な事業内容
返済期間

20年以内
（うち据置２年）

10年以内
（据置年数含む）

６年以内
（据置年数含む）

校（園）舎などの
建築・用地取得

年％ 年％ 年％

0.70 0.31 0.41
寄宿舎やセミナー
ハ ウ ス な ど の 建
築・用地取得

0.80 0.41 ―

園バスや備品など
の購入 ― 0.31

5年6か月以内
（うち据置6か月）

0.31
※�金利は毎月見直しています。なお、契約時の金利が償還完了まで
の固定金利となります。

ご相談はお早目にどうぞ

耐震化をお考えの際はまずはご相談ください！

校舎・園舎などの耐震化（耐震改築・耐震改修）に
私学事業団の融資をご利用いただくと、要件を満た
した場合、国の利子助成が受けられます。
利子助成は二つのパターンがあります。

そのほか耐震化以外の校舎、園舎などの建築や土地の購入、
機器備品の購入なども融資の対象となります。施設設備の整備
計画の際にぜひ事業団資金の活用をご検討ください。

詳細は私学事業団ホームページをご覧ください
https://www.shigaku.go.jp/s_yushi_menu.htm

※�事業を行う学校の種類や事業内容により、利子助成の対象になるか、
またどちらのパターンになるかが決まります。

※�融資金利が0.5％以下の場合、パターン①の４年目以降、パターン②の
全借入期間の利子助成は行われません。


